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　国勢調査は、５年に一度行われる日本国内に住むすべ
ての人と世帯を対象とする、国の最も重要な統計調査で
す。国勢調査への理解と誠意をもって、調査員として仕
事をしていただける方を募集しています。　　

主な仕事内容　担当地域の世帯に調査内容の説明、調査
　票の配布及び回収をしていただきます。
任命期間　令和２年８月31日～10月30日（予定）
※20～30日程度の実働を想定しています。
調査員の要件
・統計調査に対して責任をもって遂行できる方
・秘密の保護に責任をもてる方
・税務、警察及び選挙に直接関係のない方
・満20歳以上の方
・暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方

報　酬　１調査区担当　38,000円程度
２調査区担当　75,000円程度

※担当の調査区数、世帯数により変動します。
応募方法等　７月15日（水）までに、まちづくり戦略課ま
　でご連絡ください。必要に応じて、面接等を行います。
問合せ　まちづくり戦略課　企画政策グループ

☎029－288－3111（内線229）

国勢調査の調査員を募集します！国勢調査の調査員を募集します！
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。
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次
の
①
〜
⑤
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
城
里
町
に
住
所
を
有
し
、
町
内
の
農

地
を
耕
作
し
て
い
る
農
業
法
人
、
５

戸
以
上
の
農
家
で
構
成
す
る
組
織
ま

た
は
団
体
で
あ
る
こ
と
。

②
城
里
町
認
定
農
業
者
（
６
月
１
日
現

在
）が
１
名
以
上
い
る
こ
と
。

③
過
去
５
年
以
内
に
耕
作
放
棄
地
、
休

耕
地
の
解
消
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

④
町
税
等
に
未
納
が
な
い
こ
と
。

⑤
過
去
７
年
以
内
に
国
及
び
県
の
補
助

事
業
に
よ
り
、
機
械
購
入
ま
た
は
施

設
整
備
を
し
て
い
な
い
こ
と
。
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補
助
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

　

農
業
政
策
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

提
出
書
類
等
の
ご
案
内
を
い
た
し
ま

　

す
。
な
お
、
希
望
者
が
複
数
の
場
合

　

は
、
審
査
に
よ
り
対
象
者
を
決
定
さ

　

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

７
月
10
日（
金
）か
ら
法
務
局
に
お
け

る「
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
」が
始

ま
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
で
は
、
遺
言
者
本
人
が
法

務
局
に
遺
言
書
の
保
管
を
申
請
す
る
こ

と
に
よ
り
、
遺
言
書
の
紛
失
、
改
ざ
ん

及
び
隠
匿
等
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

詳
し
い
手
続
き
は
、
水
戸
地
方
法
務

局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

女
性
に
対
す
る
暴
力
や
離
婚
に
関
す

る
諸
問
題
、
職
場
内
で
の
差
別
、
同
性

婚
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
女
性
の
権
利

に
関
す
る
無
料
電
話
相
談
を
実
施
し
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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